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予算特別委員会（第１号） 

 

１ 招集月日   令和４年３月９日（水） 

２ 招集場所   占冠村議会議場 

３ 開  会   令和４年３月14日（月）  午前10時 

４ 出席委員   予算特別委員長  大 谷 元 江 君 

         予算特別副委員長 藤 岡 幸 次 君 

予算特別委員   五十嵐 正 雄 君 

            〃     細 谷   誠 君 

〃     下 川 園 子 君 

〃     小 林   潤 君 

 

５ 会議事件説明のため出席報告のあった者の職及び氏名 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

総 務 課 長 三 浦 康 幸  企 画 商 工 課 長 平 岡   卓 

農 林 課 長 小 尾 雅 彦  林 業 振 興 室 長 根 本   治 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福祉子育て支援課長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕 

税 務 担 当 主 幹 佐々木 智 猛  職 員 厚 生 担 当 係 長 坂 本 龍 哉 

財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 

商 工 観 光 担 当 主 幹 橘   佳 則  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 髙 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 後 藤 義 和  戸 籍 担 当 主 幹 佐久間   敦 

国 保 医 療 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広  保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子 

村立占冠診療所主幹 上 島 早 苗  社 会 福 祉 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美  子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代 

（教育委員会）     

教 育 長 多 田 淳 史  教 育 次 長 平 川 満 彦 

学 校 教 育 担 当 主 幹 松 永 真 里  社 会 教 育 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

（農業委員会）     

事 務 局 長 小 尾 雅 彦    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  事 務 局 長 岡 崎 至 可 
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６ 職務のため出席した者の職及び氏名 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  事 務 補 三ツ谷 陸 翔 

 

７ 付議事件 

(1) 令和４年度占冠村一般会計予算 

(2) 令和４年度占冠村国民健康保険事業特別会計予算 

(3) 令和４年度村立診療所特別会計予算 

(4) 令和４年度占冠村簡易水道事業特別会計予算 

(5) 令和４年度占冠村公共下水道事業特別会計予算 

(6) 令和４年度占冠村介護保険特別会計予算 

(7) 令和４年度占冠村後期高齢者医療特別会計予算 

(8) 令和４年度占冠村歯科診療所事業特別会計予算 
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開会 午前10時 

 

◎開会宣告 

○委員長（大谷元江君） おはようございま

す。予算特別委員会委員長に選任されました

大谷でございます。開会に先立ち一言ご挨拶

申し上げます。コロナウイルス、占冠村も感

染者が出て大変な時期になってまいりました

が、皆さん元気に出席していただいておりま

すので、本日は皆さまのご協力をいただき令

和４年度予算特別委員会の進行に努めてまい

りたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

ただいまの出席委員は６名です。定足数に

達しておりますので、ただいまから予算特別

委員会を開会いたします。 

本日の予算特別委員会に置ける傍聴につい

てはこれを許可して行います。 

これから本日の会議を開きます。 

◎審査 

○委員長（大谷元江君） 本委員会に付託さ

れました議案第22号、令和４年度占冠村一般

会計予算の件から議案第29号、令和４年度占

冠村歯科診療所事業特別会計予算までの件の

審査を行います。 

予算審査にあたっては議事の進行上、別途

配布の議事日程により行います。 

内容については、すでに本会議において説

明を受けておりますので省略したいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、説明については省略いた

します。 

委員並びに説明員にあらかじめお願いいた

します。審議中の質疑、答弁につきましては

要点を明確にし、簡潔にご発言くださいます

ようお願いいたします。なお質問者の発言内

容については会議規則第67条の規定により質

疑の回数を制限しないで行います。 

 

◎議案第22号（歳入） 

○委員長（大谷元江君） 議案第22号、令和

４年度占冠村一般会計予算の件を議題といた

します。 

これから質疑を行います。質問者はページ

数を明らかにし発言してください。初めに歳

入についての質疑を行います。 

予算書11ページから28ページ、１款、村税

から21款、村債についての質疑です。質疑は

ありませんか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ６点質問させていた

だきます。 

まず１点目、11ページ、１款、村税、２項、

固定資産税、１目、固定資産税、１節、現年

課税分、増額とした根拠をお願いいたします。 

２点目、15ページ、10款、地方交付税、１

項、地方交付税、１目、地方交付税、１節、

地方交付税の増額した根拠をお願いいたしま

す。 

３点目、18ページ、14款、国庫支出金、２

項、国庫補助金、４目、土木費国庫補助金、

１節、道路橋梁費補助金、こちらの道路メン

テナンス事業の増額理由。 

同じく、２節、住宅管理費補助金、社会資

本整備総合交付金とはどういった内容なのか。 

４点目、22ページ、16款、財産収入、１項、

財産運用収入、１目、財産貸付収入、１節、

土地建物貸付収入、こちらの村有地等貸付料

から職員住宅、教員住宅、村有住宅貸付料の

増額理由をお願いいたします。 

５点目、23ページ、17款、寄附金、１項、

寄附金、３目、ふるさと寄附金、１節、ふる

さと寄附金、こちらの納税サイトの箇所、何

箇所か、それと返礼品のアイテム数。 
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６点目、23ページ、18款、繰入金、１項、

繰入金、１目、財政調整基金繰入金、１節、

財政調整基金繰入金、１億3734万円の繰入で

財政基金の残額を質問いたします。以上６点

お願いいたします。 

○委員長（大谷元江君） 企画商工課長、平

岡卓君。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 細谷委員の

ご質問にお答えいたします。 

予算書、23ページになります。17款、１項、

３目、ふるさと寄附金の関係でございます。

サイト数でございますが現在２サイト、アイ

テム数は28品目ということになっております。

以上です。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） ご質問にお答え

いたします。 

18ページ、14款、２項、国庫補助金、４目、

土木費国庫補助金、１節、道路橋梁費補助金、

道路メンテナンス事業の増額理由についてご

説明いたします。こちらにつきましては令和

３年度においては橋梁の長寿命化修繕計画の

見直しと橋梁点検、10橋の橋梁点検の予算を

計上しておりましたけれども、令和４年度に

おいては橋梁点検32橋の点検ということで橋

の数、橋の点検箇所が増えておりますのでそ

の分で増額となっているところでございます。 

続きまして、２節、住宅管理費補助金、社

会資本整備総合交付金についてですけれども、

令和４年度におきまして住宅管理費の委託業

務におきまして公営住宅等長寿命化修繕計画

策定業務委託、それと住生活基本計画策定業

務委託、この２本の業務委託を予定しており

まして、こちらの２本が社会資本整備総合交

付金の対象事業ということで今回180万円の

計上をさせていただいているところでござい

ます。 

続きまして、22ページ、16款、１項、財産

運用収入、１目、財産貸付収入、１節、土地

建物貸付収入の職員住宅、教員住宅、村有住

宅のそれぞれの増額の理由でございますけれ

ども、今年度においてはそれぞれ入居の数は

若干ではありますけれども増加するという見

込みがありますので、それに伴いまして予算

も増額の計上とさせていただいております。

以上です。 

○委員長（大谷元江君） 総務課長、三浦康

幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） まず11ページで

ございます。固定資産税の現年課税分の増加

の根拠ということでございます。こちらにつ

きましては、リゾートの過疎地税制の課税免

除期間が終了したため、その分の約６千万が

増加するというのが主たる根拠でございます。 

続きまして15ページでございます。地方交

付税の増額の根拠ということでございますが、

増加要因、それから減少要因、それぞれある

かと思うのですが、増加につきましては国の

地方財政計画の中で地方交付税は3.5％増額

ということで記載されておりますので、そち

らを参考とさせていただいております。これ

が増加の主な原因ということです。 

減少につきましては先ほど申し上げました

過疎地税制の終了による６千万円の固定資産

税の税収増があるのですけれども、こちらの

基準財政収入額が増加したことによってその

分交付税が減らされるんですね。その減らさ

れる分がだいたい1500万程度だろうと。そう

しますと3500万円、国の地方財政計画で増え

ると。今回のリゾナーレの売却というか固定

資産税の増加によって1500万円減るというこ

とになるとだいたい２千万円くらい増えるこ

とになるのではないかなというのが非常に大
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雑把な試算ということですが、わかりやすく

説明しますとこういったことになろうかなと

思います。 

22ページ、建設課からもご説明ございまし

たが、村有地等貸付料の増加要因なんですけ

れども、こちらもリゾート絡みでございます。

昨年度の予算ではリゾートが売却される予定

でしたので100万円以上入ってこない予定で

組んでいたんですね。ところが今年度は予算

策定時点では売れるかどうかわからなかった

ので、一応百数十万円の賃料が入ってくると

いう見積もりで計算せざるを得なかったので

増加しているというのが主たる理由でござい

ます。上から２行目の村有地等貸付料563万

８千円ですが、昨年度は437万1千円と100万

円ほど増えているのはそういった事情という

ことでございます。ご存じのとおり今後売却

が進めば賃料が入ってこなくなりますので、

随時減額補正させていただくということにな

ろうかと思います。 

続きまして23ページ、財政調整基金、繰入

後の残額、今のところ残額は9482万2千円と

いうことで予算上は算定させていただいてお

ります。以上でございます。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

 

◎議案第22号（歳出１款・２款） 

○委員長（大谷元江君） 次に歳出について

質疑を行います。 

予算書29ページから48ページ、１款、議会

費、２款、総務費についての質疑を行います。 

質疑はありませんか。６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 予算書36ページ、企

画費で８節、アスペン交流事業で旅費180万

円あります。これの180万円を計上した分何

名分かということですね。 

次のページ、同じく委託料のところになり

ます。37ページの委託料で下から２段目、ア

スペン交流事業支援業務委託料で100万計上

しておりますので委託内容の確認をしたいと

思います。 

○委員長（大谷元江君） 企画商工課長、平

岡卓君。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 小林委員の

ご質問にお答えいたします。 

まず予算書36ページです。２款、１項、７

目、企画費の８節、旅費、アスペン交流事業

180万円何名分かということでございます。

現在４名で試算をしているところであります。 

37ページ、アスペン交流事業支援業務委託

料でございますけれども、こちらについては

先ほど言いました４名の職員等がアスペン市

を表敬訪問する予定をしておりまして、そち

らの訪問時のコーディネートにかかるコーデ

ィネート費、それからコーディネートをお願

いする方の旅費、それから事前事後の調整、

本村から持参するお土産等々、表敬訪問にか

かる一斉の経費を委託料に含めまして事業を

進めていきたいということで100万円の計上

をしているところでございます。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 35ページになります。 

２款、１項、５目、14節の改修工事の概要

というところですが、先立ての村政執行方針

の中にもありましたけれど、総合センターの

改修ということで村長から概略については話

しがあったかと思うのですけれども、こちら

のもう少し踏み込んだ中身について伺いたい

なと思います。何々にいくらというような形

で説明していただければと。またスケジュー

ルをどんな感じでどういう期間で考えている
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のか、あわせて回答いただきたいと思います。 

○委員長（大谷元江君） 総務課長、三浦康

幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） 総合センターの

改修工事の関係でございます。こちら工事の

内容といたしましては大きく分けまして３つ

あるかなと思います。一つは防水工事、雨漏

りの関係。もう一つはトイレの関係。そして

三つ目が和室を会議室に改修する関係という

ことで考えてございます。 

新年度入りましたら実施設計の設計委託を

すぐ行います。続きまして、できればゴール

デンウィーク明け速やかにできるだけ早く防

水工事を始めてまいりたいと思っております。

できれば８月下旬くらいまでには防水工事を

終えたいと思っております。 

和室の関係ですけれども、こちらは７月の

下旬に選挙が予定されているものですから、

それまでには改修を終えたいと思っておりま

すので、後ろはやはり７月の中旬頃が一つの

目安になるのかなと。期日前投票の関係で和

室使う予定ということです。 

トイレですが、こちらはかなり難しい工事

になりそうだということですので、年内に終

了すれば良いなということです。 

それぞれの工事の詳細の金額ですが、こち

らのほうは実施設計を見てから正確な数字を

お答えしたいなと考えておりますので、今回

ご容赦いただければなと思っております。詳

細、今のところでわかる範囲ということでし

たら後ほどお申し付けいただければ資料ご用

意してご説明差し上げたいと思っております。

以上でございます。 

○委員長（大谷元江君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今お話ありましたト

イレについての部分ですけれども、こちらは

非常に難しさもあるということで、多分金額

的にもそれなりの金額を考えておかなきゃい

けないのかなという部分はあると思うのです

ね。そこで執行方針の中で他議員からもいろ

いろ話出てましたように、今トイレというの

は非常にデリケートな時代に入ってきて男女

の区別どうするの、ジェンダーはどうするの、

というようなところで、いろいろ相当うっか

り作っちゃうと再度改修というようなところ

をまあまあ発生するのかなというところがあ

るかと思うのですが、そのへんについての設

計、オーダーを実施するにあたり業者さんと

詰める考えは今の時点で考えておられること

はあるのかというところを要するに中身です

ね。通常でしたら男性トイレ、女性トイレと

いうような作りでよかったけれどもプラスバ

リアフリーなのかなと。そこに更にジェンダ

ーという問題が出てき、それがバリアフリー、

広い意味では要するにバリアフリーですよね。

そこのところは何かすでに取り組みを考えら

れているところがあるのかお聞きしたいと思

います。 

○委員長（大谷元江君） 総務課長、三浦康

幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） バリアフリー及

びジェンダーの関係でございますけれども現

在向かって左側が男子トイレ、商工会に向か

ってです。入口のドアに向かって左手が男子

トイレ、右手が女子トイレ、その真ん中にバ

リアフリーのオストメイト付きのバリアフリ

ートイレ、車イス入れるものを作ろうと考え

ております。先日の議会でもジェンダーの関

係出ておりましたけれども、こちらはジェン

ダーの方におかれましては真ん中のバリアフ

リートイレを使っていただくことになるのか

なと考えております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。５番、下川園子君。 
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○５番（下川園子君） まず31ページの、２

款、１項、１目、12節、委託料の中の31ペー

ジにかかっている部分です。65歳定年引上げ

改修業務委託料、こちらはシステムの変更な

のかなと思うのですけれども、これは今回改

修したらしばらく使っていけるのかなと疑問

に思いました。しばらく使っていけるのか伺

います。 

32ページの、２款、１項、３目、会計管理

費の中の、11節、役務費、こちらの手数料が

昨年計上されていなかったかと思うのですけ

れども今回こういった手数料はなぜ計上され

たのかを伺います。 

続いて、38ページ、２款、１項、７目の負

担金、補助及び交付金の部分で住民活動推進

事業、こちらが去年よりも増額になっている

のですが、補助する団体が増えるのかどうか、

何団体を補助するのかということと、どうい

った活動をされている方たちに補助をしてい

るものなのか伺います。 

39ページ、２款、１項、９目、18節、負担

金、補助及び交付金の部分ですが、占冠村高

齢者安全運転支援事業補助金という補助金は

どういった方に補助されるのか。補助内容が

どういったものになるのか伺います。 

続いて40ページ、17節の備品購入費、２款、

１項、10目、17節、備品購入費の部分で、車

両購入費とありまして、こちら村債のほうに

もマイクロバス購入ということで記載されて

いたので、マイクロバスの購入なのかなとは

思うのですが、どういった車が入れ替えにな

るのかということと、どういった車両購入す

るのか、どういった仕様なのかというのを伺

いたいと思います。 

41ページの、２款、１項、11目、10節、需

用費内の消耗品費が大幅に増額になっていま

して、これは防災用品等も購入するものなの

かとは思うのですが防災用品はどういったも

のを購入するのか伺います。 

最後42ページ、２款、１項、12目、18節の

地域公共交通調査事業ということでトライア

ル事業負担金というのがあるのですが、こち

らはどういったものをされるのか伺います。

以上です。 

○委員長（大谷元江君） 企画商工課長、平

岡卓君。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 下川委員の

ご質問にお答えをいたします。 

予算書38ページになります。２款、１項、

７目、企画費の中の負担金、補助金及び交付

金の中の住民活動推進事業の関係でございま

すが、増額理由でございますけれども、こち

らの補助金については各種団体等からの申請

があって審査をして交付決定をしていくとい

う流れになっておりますので申請が上がって

こないとわからないというところがございま

す。ただ事前にこういったものが対象になる

のだろうか、というようなご質問を受けてい

る団体がございまして、そういったところで

新年度予算を計上しておいたほうが良いので

はないかということで前年よりも20万増額で

計上をしているということになっております。

どのような団体等というところで多いのは各

行政区が草刈り等や花を植えたりだとか、そ

ういった環境美化の関係でボランティアの

方々に活動をしていただいておりますのでそ

ちらの補助金ということ。それから団体も一

部ございましてトマム地区で活動されている

ボルダリングのサークル、こちらについては

地域の活性化のための活動ということでそち

らのほうにも補助をしているという状況でご

ざいます。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 
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○建設課長（小林昌弘君） ご質問にお答え

いたします。 

40ページ、２款、１項、総務管理費、10目、

旅客自動車運送事業費、17節、備品購入費の

車両購入費についてご説明いたします。こち

らにつきましては富良野線で使っております

車番で申しますと254という車番のバスです

けれども、こちらが走行距離で申し上げます

と70万キロ近くなっておりまして、今回この

バスを入れ替える予定でございます。新しく

入るバスにつきましては令和３年度でも購入

させていただきましたけれどもマイクロバス

を予定しております。仕様につきましてはま

だ詳細は決まってはおりませんけれども同じ

ようなマイクロバスの仕様になるかと予定は

しております。 

続きまして、42ページ、２款、１項、総務

管理費、12目、地域交通運送費、18節、負担

金、補助及び交付金の地域公共交通調査事業

の負担金でございます。こちらにつきまして

は地域公共交通、広域計画の策定ということ

で令和２年に地域公共交通活性化再生法が改

正されております。地域の考え方を具現化し

ていく一つの方策として公共交通計画を作成

しなければ、国からの支援策が得られないと

いう恐れがあるため、その対応として上川総

合振興局管内全域として広域計画を策定する

ことになりました。策定にあたりましてこの

業務をコンサルタント会社に委託するという

ことで事業費の上限を北海道のほうで定めて

おりまして、これを３千万円と仮定しており

ます。その費用負担につきましては国費が

1500万円、北海道が750万円、市町村が750万

円でこの750万円を均等割と人口割により今

回負担額が決定しておりまして、その予算計

上ということになっております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 総務課長、三浦康

幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） まず31ページ、

65歳定年引上げ改修業務委託でございます。

こちらにつきましては委員お見込のとおり65

歳定年引上げに伴うシステム改修ということ

でしばらく使えます。 

続きまして39ページです。交通安全対策費、

18節、高齢者安全運転支援事業補助金の関係

ですが、こちらは踏み間違い防止機能を新た

に取り付ける方に対して補助金を交付すると

いう内容でございます。 

続きまして41ページ、消耗品の増加の関係

でございますけれども、この中で最も大きい

のは防災用の毛布を150万円程度購入しよう

と新年度でしておりまして、こちらが一番大

きなものとなっております。以上でございま

す。 

○委員長（大谷元江君） 会計管理者、合田

幸君。 

○会計管理者（合田 幸君） 32ページ、２

款、１項、３目、会計管理費、11節の手数料、

109万４千円でありますけれども準備不足で

昨年度の予算書資料を確認しておりませんけ

れども、こちらの手数料は昨年度同額の計上

をさせていただいておりまして、手数料とし

ましては口座振替手数料、給与振込とすべて

口座振替で行っておりますけれども、主に信

金さん、指定金融機関に支払う手数料を計上

させていただいております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 先ほどの40ページの

２款、１項、10目、17節の車両購入のマイク

ロバスについてですが、こちらは昨年購入し

たものと同じタイプのものだということです

が昨年も購入する際に乗り口がバリアフリー

化されているかですとか、ステップ、車イス
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等をご利用の方も乗れるのかという質問をさ

せていただいているかと思うのですが、今回

この購入するバスについてもそういった方が

利用しやすいような工夫というのがされるの

かどうかを伺います。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） ご質問にお答え

いたします。 

昨年度購入させていただいたバスにつきま

しては、ステップにつきましてはワンステッ

プということでなかなか高齢者の方ですとか

足の不自由な方ですとかにとっては、ちょっ

と不自由な面も与えているというところは利

用者の方から聞いておりますし、私もそのよ

うなことは感じております。バリアフリー化

というところでいいますと、今他社のメーカ

ーのバスを調べたりもしてますけれども補助

的なステップが乗り口の下から出てきたりで

すとか、例えばワンステップじゃなくてツー

ステップですとか、そういったところも調べ

てはおります。ですので、そういうものがあ

れば、そういったバスのほうが利用される方

にとっては良いのかなと感じております。 

車イスについては、これまでもうちの村営

バス、一般乗合有償旅客自動車運送事業とい

うことで路線バスですので車イスの方がご利

用できるようなバスの仕様にはなっておりま

せん。昨年購入させていただいたバスについ

てもそのような仕様にはなっておりませんの

で、今回につきましてもそういう仕様にはな

らないということでご理解いただきたいなと

思っております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ３点お願いします。 

まず32ページ、２款、１項、２目、11節、

通信運搬費の内容と前年比から100万ほどア

ップしておりますけれどもこの内容をお願い

いたします。 

39ページ、２款、１項、８目、支所費です。

12節、委託料、上トマム地区公園整備委託料

のこの内容と、14節、工事請負費、トマム地

区公園整備工事、こちら昨年度も計上されて

おりますけれども今後もこのまま進んでいく

のか、そのへんをお伺いいたします。以上３

点お願いします。 

○委員長（大谷元江君） トマム支所長、石

坂勝美君。 

○トマム支所長（石坂勝美君） ご質問にお

答えいたします。39ページ、２款、１項、８

目、12節、委託料です。上トマム地区公園整

備委託料、13万２千円の内容ですが支所裏に

あります上トマム地区公園の草刈りに13万２

千円を計上してございます。 

続きまして14節、工事請負費、トマム地区

公園整備工事250万円の内容と今後ですが、

トマム地区公園整備工事は毎年ワークショッ

プで出された住民の意見を基に内容を決めて

おります。令和４年度の内容ですが去る２月

19日にワークショップを開催しまして、その

中で３つの案が出ております。１つ目が傾斜

を利用した遊具、滑り台的なものですね。そ

れから２つ目は１歳児など小さな子どもが遊

べる遊具。それから３点目としては川で遊べ

るような周辺整備ということで、現在計上し

てます250万円の予算の中でどのようなもの

ができるのか、またどこまでのものができる

のかというものを現在調査中でございます。

調査結果が出たら４月から５月に再度ワーク

ショップを開きまして決定していきたいなと

思っております。 

今後の見通しですけれども少しずつ公園整

備を進めている現状にありますので来年度以
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降も同額の予算で少しずつ公園の整備を進め

ていきたいと考えております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 総務課長、三浦康

幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） 32ページの通信

運搬費の増加の原因でございますが２点ござ

いまして、１点目は昨年度まで税務総務費で

計上させていただいていた税務に係る通信運

搬費60万円、そちらを一本化ということでこ

ちらに移動させていただいております。 

もう一つは実績に基づく51万７千円の増と

いうことですが、こちらの分析につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の対応により

まして各種会議が中止になって書面会議等が

多くなったことですとか、回覧板のある程度

の見直しで直接郵送に変わったこと、そうい

ったことが原因ではないかと分析させていた

だいております。 

後者につきましては職員に対しても経費の

節減に向けて取り組みを進めていきたいと考

えております。以上でございます。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。 

 

◎議案第22号（歳出３款・４款） 

○委員長（大谷元江君） 次に、予算書48ペ

ージから61ページ、３款、民生費、４款、衛

生費についての質疑を行います。質疑ありま

せんか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） １点お願いします。 

49ページ、３款、民生費、１項、１目、12

節、委託料、小規模多機能型居宅介護施設指

定管理料の減額理由をお願いいたします。 

もう１点お願いいたします。51ページ、３

款、１項、２目、老人福祉費、19節、扶助費、

老人保護措置費を前年比減額とした理由。こ

の２点お願いします。 

○委員長（大谷元江君） 福祉子育て支援課

長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 細谷

委員のご質問にお答えいたします。49ページ、

３款、１項、１目、社会福祉総務費、12節、

委託料の小規模多機能型居宅介護施設指定管

理料の減額の件でございます。令和３年度に

おきましてサービス利用者の増及び介護報酬

の改定などの理由により介護保険サービスの

収入が増えております。そのため繰越金の増

が見込まれるということで令和４年度の指定

管理料においては１千万円減額ということに

するものでございます。 

続きまして51ページ、３款、１項、２目、

老人福祉費、19節、老人保護措置費でござい

ますが、３年度中に養護老人ホームに入居さ

れていた方２名が施設を退所しておりますこ

とから扶助費のほうの減額をさせていただい

ております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 54ページ、３款、２

項、２目、12節、委託料の遊具点検委託料と

冷蔵庫等保守委託料、こちらについては毎年

行うものなのか、それとも何年に１回という

法定点検のような期間が設定されているのか

を伺います。 

58ページ、４款、１項、２目、13節、使用

料及び賃借料の屈折検査機器リース料、こち

らが先日３歳児の検診で利用すると言ったも

のかと思うのですけれども、これは３歳児検

診の時だけ定期的に期間限定でリースするも

のなのか、それともずっと置いておいて３歳

児以外にも利用する可能性があるのかどうか

というのを伺います。 

59ページ、４款、１項、５目、18節、負担

金、補助金及び交付金内の温泉施設利用料助
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成事業、こちらについてですが、こちらは湯

の沢温泉等を利用する際の助成なのかとは思

いますが、こちらの人数はどのくらいを想定

しているものなのかというのを伺いたいのと、

70歳以上の方向けに出しているものなのかな

とは思うのですが、利用する際に行ける方が

限定される、行き方自体にも限定しているか

と思うのですが、そういったところに循環バ

ス等を利用して行ける方は利用しやすくて良

いと思うのですけれども、逆に全く循環バス

等も利用できなくて行けない方というのも70

歳以上の方で存在するのかなと思うのですが、

そういったところも考慮したうえでの助成な

のかを伺います。 

61ページ、４款、２項、18節、負担金、補

助金及び交付金内の富良野生活圏一般廃棄物

広域分担処理基本計画策定支援業務負担金、

こちらがどういったものなのか伺います。以

上です。 

○委員長（大谷元江君） 福祉子育て支援課

長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 下川

委員のご質問にお答えいたします。 

54ページ、３款、２項、２目、保育所費、

委託料の遊具点検委託料及び冷蔵庫等保守委

託料につきまして毎年の点検が必要かという

ことのご質問かと思います。こちらにつきま

しては、安全、安心に使っていただけるよう

毎年点検していくようにしております。 

冷蔵庫等保守委託料と中身でございますが

冷蔵庫と電解水生成装置２つの保守となって

おります。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） ご質問にお答え

いたします。 

61ページ、４款、２項、清掃費、２目、じ

ん芥処理費、18節、負担金、補助及び交付金

の富良野生活圏一般廃棄物広域分担処理基本

計画策定支援業務負担金についてご説明いた

します。こちらにつきましては平成11年３月

に富良野生活圏の一般廃棄物ゴミ分担処理基

本計画を策定しております。その後、平成25

年３月に圏域市町村の廃棄物処理施設の経年

的な老朽化、最終処分場の残容量ひっ迫など

の課題に対応するため第二次の富良野生活圏

一般廃棄物広域分担処理基本計画を策定して

おります。令和４年度において廃棄物処理を

取り巻く情勢に対応する新たな計画として、

令和４年度に第三次の計画を策定するという

ことになっております。この策定に際しまし

て圏域５市町村で委託料を負担するというこ

とで今回占冠村分の負担金の計上をさせてい

ただいているところでございます。 

○委員長（大谷元江君） 住民課長、伊藤俊

幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 下川委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

58ページの４款、１項、13節の屈折検査機

器リース料についてでありますけれども、こ

れにつきましては国のほうで示されているの

が３歳児検診での検診ということで言われて

おりまして３歳児になるとある程度目の視力

が一定してくるということで、その時期に検

査をして早期に視力の状況を把握して医療に

繋げていくということで３歳児検診でという

ことで行うということで考えております。リ

ース料につきましては機械自体150万という

高価なものですので５年間のリース契約で行

っていきたいということで考えています。 

次に、４款、１項、５目の後期高齢者医療

費の部分で温泉施設利用料助成事業について

の９万９千円でありますけれども、これにつ

いては30名で見積もっております。一応見積
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もりでは30人×3300円ということで９万９千

円ということで見積もっております。交通費

の助成については申し訳ないですけれども考

えてはおりません。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。 

 

◎議案第22号（歳出５款・６款・７款） 

○委員長（大谷元江君） 次に予算書、62ペ

ージから73ページ、５款、労働費、６款、農

林業費、７款、商工費についての質疑を行い

ます。質疑ありませんか。３番、五十嵐正雄

君。 

○３番（五十嵐正雄君） 68ページです。６

款、２項、14節の件ですけれども保育間伐工

事費として1011万６千円計上されています。

面積と何基盤、何箇所これを実施するのか。

それとできれば植栽年度これらについてわか

れば教えていただきたいと思います。 

次に、69ページ、６款、２項、18節、豊か

な森づくり推進事業ということで220万計上

されています。これの事業については資料の

説明では私有林等の伐採跡地への植林経費を

助成し造林未済地の発生抑制、高齢級化した

人工林の若返りを図ると、こういうことで

220万予算が計上されていますが、これの箇

所と面積をお知らせ願います。 

次に、同じく69ページ、６款、２項、18節

の中、地域林業振興事業補助金250万、それ

から林業担い手対策事業補助金126万、それ

と林業労働安全推進事業補助金として84万計

上されております。これについては、施政方

針の中で村長からもそれぞれ答弁がされてお

りますので若干補強される部分について答弁

をお願いしたいと。 

まず１点目は、この制度が今年度から占冠

村で新たな取り組みとして進められるわけで

すけれども、この補助金は事業体に補助する

ということで事業体のこの事業に対する理解

がなければなかなか進んでいかないと思って

います。この事業が進められれば働いている

人にとっては大変大きな一つの力になると思

っていますし、あわせて事業体の負担も軽減

されるということなので、ぜひこのへんにつ

いては、うちの村の取り組みを十分理解して

もらってこの補助金が有効に活用されるよう

事業体に当初の説明というのが一番大事にな

ってくるのではないかと思ってますので、村

長答弁でもそのへんについて話はしていると

いうことで答弁されておりますけれども改め

て答弁をお願いします。 

次に、２点目としてこの事業そのものが11

月の説明では時限立法的な感じで説明されて

いました。村長答弁では時限立法ではないか

もしれないような判断がしにくい状況もあっ

たわけですけれども、そのへんについて考え

方がその後整理されていれば、その考え方に

ついて伺いたいと思います。そういったこと

でこのへんについて質問をしたいと思います。 

○委員長（大谷元江君） 林業振興室長、根

本治君。 

○林業振興室長（根本 治君） ご質問にお

答えをいたします。予算書68ページ、６款、

２項、１目、14節、工事請負費の保育間伐工

事費の関係でございます。この関係につきま

しては５基盤です。25ヘクタールということ

で間伐５箇所です。双珠別地区で計画をして

ございます。林齢は48林齢から50林齢くらい

のちょっと遅めの間伐になろうかと思います

けれども、そういった林齢の箇所を考えてご

ざいます。 

引き続きまして豊かな森づくり推進事業の

関係です。６款、２項、１目、18節、負担金、

補助及び交付金の関係です。この関係につき
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ましては、春が個人所有の小面積の林班とい

うことになっておりますけれども、４基盤、

２ヘクタール。それから秋が現状で５基盤、

９ヘクタールで、これは丸玉産業だとかの社

有林、個人所有林の関係になりまして合計９

基盤、17ヘクタールを予定してございます。 

それから、新たな施策の関係ですけれども

予算書69ページ、６款、２項、１目、18節、

地域林業振興事業の関係でございます。これ

につきましては高性能林業機械のレンタル補

助ということで国だとか道だとか、あるいは

森林組合連合会の制度の中で実はございます。

ただ事業量の関係だとか予算の関係、人員の

関係等々で村内の事業体というのはこのもの

が利用できるような状況にございません。そ

ういった中で占冠村独自の補助ということで

ハードルを下げる。どういうふうに下げるか

というと森林施業プランナーと連携をする形

で集約化を図った箇所で高性能林業機械の練

習から始めて主伐再造林を進めて将来的な事

業量を増やしていくというような形を考えて

います。そうすることで作業の起動性を活か

した生産性ですね。それから技術力の向上、

再造林による将来的な事業量の増加、それか

ら村長のお話がありましたけれども将来的な

カーボンニュートラル、ゼロ・カーボンにす

るような取り組みに繋がるのではないかなと

思っているところです。 

それから、林業担い手対策事業補助金の関

係でございます。これにつきましては林業就

労者の育成と定着ということを目的としまし

て非常に事業者自体も就労者の募集だとか、

その後の技術指導に非常に苦心している状況

がございます。そういったところも踏まえま

して事業者が就労者を新規に雇用した場合に

村内に移住、あるいは定住していることを条

件として本採用後１人につき１日千円、年間

150日の15万円を上限として担い手育成のた

めの指導料ということで補助していくことと

しております。これにつきましては当面２名

の方が該当になります。更に今試用期間とい

うのですか90日以降の形で考えていますので、

なかなか該当してこないのですけれど今また

１人増えるというようなことも聞いておりま

す。 

それから五十嵐委員のほうから話がござい

ました。就労者の居住条件の向上のための住

宅賃料の関係でございます。これにつきまし

ては先日の全員協議会の中でもご説明させて

いただいた際に採用３年目以降は住宅補助が

無しということでご説明を当初させていただ

いておりました。それについて五十嵐委員か

らお話をいただきまして室内で検討させてい

ただいたりしました。やはり３年目以降ゼロ

というのはやっぱりそれは就労者の定着とい

う意味で本当に効果的な施策になり得るのか

というところも含めて検討させていただきま

した。３年間という時限につきましては国の

新規担い手事業の関係で、やはり３年という

のはあるんですね。なのでそういったところ

は活かしていただきながら３年目以降の者に

ついては半額補助をさせていただくというこ

とで３年までは２万円。３年目以降は月額１

万円の上限を持って助成させていただきたい

なと思っているところでございます。こうい

った形をしまして定着促進策ということで進

めていけばなと考えております。これにつき

ましては現状私のほうで調査をしているとこ

ろでは当面新規の担い手の方で２名から３名

それから継続の方で４名ほど今のところ該当

しているというような状況になっております。 

次に林業労働安全推進事業の関係でござい

ますけれども、これにつきましてはご説明の

形のとおりですけれども一人最大６万円を上
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限としまして安全用品の関係でございます。

これにつきましては見積書だとか書類だとか

しっかり出していただいた中でしっかり見て

いきたいなと思っています。エピペン自動注

射器の関係ですけれども、これにつきまして

は刺された経験のある方は保険の適用になり

ますので刺されたことがない方は備品の購入

のような形になりますのでエピペン自動注射

器６千円から２万円程、開きがありますが私

のところで調査をさせていただいたところで

は、ほとんどの事業体の方がほぼ全員刺され

た経験がございまして、それほど蜂刺されと

いうのは非常に山仕事については遭遇しやす

いような状況になっています。なので全員協

議会でご説明させていただいた以降から若干

金額を下げさせていただいているような予算

額という形になってございます。 

それから新たな３本の林業施策におきまし

て今後林業就労者にしっかりとこういった施

策が浸透して林業事業体も含めてしっかり理

解された中で私も進んでいただきたいなと思

っています。今、現状この新たな３本の施策

につきましては、広報、それから村のホーム

ページで住民のみなさんに情報周知させてい

ただきます。それから今考えているところで

は補助の事業がかなりない時期なんですけれ

ども実はいろいろ聞いていると様々林業の仕

事がひっきりなしに動いている時にもなって

きています。非常に良い事ですけれどもメー

プルでいけば造林の方々とかが今まさに動い

ている。林業の伐採も現場も動いているとい

うことで時期的に一堂に会する時間がなかな

か取るのが難しいような状況です。なのでこ

れにつきましては来週を目途に時間を調整し

て自ら事業体を訪問するような形でご説明を

させていただきます。その際に事業者と就労

者の方がいらっしゃる場でご説明をさせてい

ただきたなと思っています。就労者がいらっ

しゃらない事業体もございまして、その関係

につきましては資料を配布させていただきな

がら十分伝わってこれが効果的に今後うまく

成果を上げていけるような施策になるように

十分にご説明をさせていただければと思って

います。以上です。 

○委員長（大谷元江君） ここで休憩に入り

ます。11時25分まで休憩といたします。 

休憩11時14分 

再開11時25分 

○委員長（大谷元江君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。62ページから73ページに関

しての質疑は他ございませんか。４番、細谷

誠君。 

○４番（細谷 誠君） ２点。まず１点目、

64ページ、６款、１項、２目、13節、ニニウ

遊歩道土地使用料、この部分去年は計上され

ておりませんが、この計上された理由。それ

から遊歩道これはどの部分のことを言ってい

るのか伺います。 

２点目、67ページ、６款、２項、１目、12

節、委託料、林道鬼峠線の除雪の目的とどこ

からどこまでの区間なのか伺います。以上２

点お願いします。 

○委員長（大谷元江君） 林業振興室長、根

本治君。 

○林業振興室長（根本 治君） ご質問にお

答えをいたします。 

予算書67ページ、６款、２項、１目、12節、

委託料の林道鬼峠線等除雪業務委託料の関係

です。41万８千円です。これにつきましては

メープルの事業に関する除雪ということで場

所が村道赤岩線、赤岩トンネルの横から入る

ところから林道鬼峠線の一部ということで除

雪を６キロくらい考えてございます。以上で

す。 
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○委員長（大谷元江君） 農林課長、小尾雅

彦君。 

○農林課長（小尾雅彦君） 64ページの、６

款、１項、２目、13節の使用料及び賃借料の

内、ニニウ遊歩道土地使用料、この７万６千

円の計上ですが、これにつきましては65ペー

ジの４目、農業構造改善事業費、この項目が

今回廃目となっておりますので令和３年度の

従前まではこの科目で計上させていただいて

おりました。一応今回はこちらの２目の農業

振興費で予算を組み換えさせていただいたと

いうことです。どの部分の遊歩道かというこ

とになりますけれども遊歩道サイクリングロ

ードとしての設置もございましたのでキャン

プ場周辺、ちょっと離れますけれども学童農

園の裏手側のちょっとあまり利用頻度がない

ですけれども一応そちらも含めての土地の使

用料ということになります。以上です。 

○委員長（大谷元江君）４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ただいまの遊歩道の

件についてですが、今、小尾課長からも利用

頻度のないところもあるとありましたが、今

後有効利用とかそういったものは考えてない

のか。土地使用料を払っていく以上、有効利

用すべきだと思うのですが考えを伺います。 

○委員長（大谷元江君） 農林課長、小尾雅

彦君。 

○農林課長（小尾雅彦君） やはり使ってい

ない箇所につきましては、このまま土地の使

用料だけをお支払いするというのも疑問視さ

れるところですけれども、地主さんとのお約

束では現状に復してということで元通りにし

なくてはならないお約束になっておりまして

実際経費がかかる案件でもございます。今後

笹の葉ですとか、とてもとても使用できない

ような状況になってますので、そういったと

ころを課題として整理はしていかなくてはな

らないとは思っていますので現状にあわせた

内容にしていきたいと思っております。以上

です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 65ページ、６款、

１項、３目の畜産業費の中の18節、負担金、

補助及び交付金6889万。これは串内草地の関

係だと思うのですけれども毎年再生するため

に莫大な投資が今行われているんですよね。

もう少し内部で、あの災害の原因をきちんと

議論してもらわないと困ると思っているんで

すよ。あそこは元々国有林の上木を伐採して

草地を造成したわけですよね。大雨によって

甚大な被害を受けたとこういう形になってい

ます。あそこの流域全体を草地としてほとん

どの木を伐採してしまったために当然起こる

べきして起こった災害だと思うのです。その

へん国でやった事業というか道がやったのか

な。それで本当にあの草地をこれからも活か

していくとなれば、やっぱり植林とか一定程

度しながらできるだけ水の流れを一気に河川

に出ないような方法というものを考えていか

なければ今後大雨が常時降るという状況が想

定される中で建物等、工作物を再生してまた

放牧事業をやっていくということになれば、

これからも莫大な金がかかっていくというこ

とになるわけです。ですからもう少し村のほ

うからもきちんと提起をして根本的な問題を

解決していかなければ、こういった問題は常

時発生するとこういうことになるわけでこの

へんについて村としてきちんと広域の中で話

を進めて対策を取っていかなきゃならないと

考えているわけです。そのへんについての考

え方を伺います。 

○委員長（大谷元江君） 農林課長、小尾雅

彦君。 
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○農林課長（小尾雅彦君） 五十嵐委員から

のご質問です。 

65ページの６款、１項、３目、畜産業費の

18節、道営草地畜産基盤整備事業負担金関係

についてです。確かにこの名目の経費につき

ましては長年毎年のように計上されておりま

して多額の費用を村からも負担しているわけ

ですけれども大元は串内草地の育成舎、草地

絡みというよりは今の育成舎の施設整備の経

費が主でございまして４月からの一部供用開

始ということで今年度から供用開始になって

おりますが４年度は主に建物関係、育成舎で

すとか堆肥舎、乾燥庫等で概ね４つの大きな

施設の負担金。これ富良野沿線、広域連合で

取り組んでおりますので12億６千万円あたり

の事業費になるそうです。できれば一大草地

の整備で育成舎も建っていくということの状

況で災害に強い対処も必要かと思いますので、

できればこういった育成舎の負担を絡めて年

に２回ほどそういう富良野沿線の担当が集ま

っての会議もございますので委員言われるそ

ういう草地管理に関しての災害に強い対策に

ついてもぜひ意見反映して今後の対処策を問

題提起していきたいとは思っております。 

あわせて、村内農家の草地造成というのも

事業に含まれておりまして、そういった村内

農家の串内以外の草地についても今回草地造

成する見込みでございます。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 今の課長の答弁で

この6650万の中には村内の農家の草地造成も

入っているということなんですけど、その事

業説明をお願いします。 

○委員長（大谷元江君） 農林課長、小尾雅

彦君。 

○農林課長（小尾雅彦君） 事業費全体で申

し上げますと12億６千万円、これを富良野５

市町村で経費の割振りをしておりますので事

業費かけることの25％が村の負担となりまし

て6650万円という経費になります。草地造成

も付随してあるという件につきましては、対

象農家が一応３戸ございまして1.8ヘクター

ルの草地更新というのが１戸の農家の草地造

成でございまして約200万円、あと起伏に富

んでいる箇所もございますので起伏の修復修

繕ということで村内３農家で25ヘクタールほ

どの草地面を起伏修正するというような事業

も含まれております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 先ほど質問させてい

ただいた鬼峠線の除雪に関してですが令和４

年度の予算ですよね。今もう除雪入っていま

せんか。これはどこの予算でやっているんで

しょうか。 

○委員長（大谷元江君） 林業振興室長、根

本治君。 

○林業振興室長（根本 治君） ご質問にお

答えをいたします。これにつきましては実は

３年度の予算作成当時に抜けていた部分でご

ざいます。状況、赤岩線のメープル事業を実

施しようと取り組みを始めたところスノーモ

ービルの走る距離が長くなってしまうという

ことで急遽除雪を３年度についてはさせてい

ただいてございます。そういったところで流

用予算という形の中で実施をさせていただい

ております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。 

 

◎議案第22号（歳出８款） 

○委員長（大谷元江君） 次に予算書73ペー

ジから77ページ、８款、土木費についての質
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疑を行います。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 全部で３点お願いし

ます。 

74ページ、８款、１項、３目、12節、橋梁

維持費の委託料の部分です。先ほど説明があ

った道路橋梁補助金のそこで回答いただいた

部分かと思いますが、この調査から設計委託

料の大幅増額の内容を再度質問いたします。 

２点目、76ページ、８款、３項、１目、14

節、工事請負費、これの村営住宅改修工事の

内容と遊具改修工事の内容について伺います。

以上です。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） ご質問にお答え

いたします。74ページ、８款、１項、３目、

橋梁維持費の12節、委託料の内容でございま

す。こちらにつきましては橋梁の法定点検32

橋の事業費でございます。事業費の2763万２

千円の内容でございますけれども点検の事業

費といたしましては2323万２千円でございま

す。この32橋の橋の中にはＪＲを跨いでいる

橋が２橋ございます。このＪＲの橋を点検す

る際にはＪＲ北海道と協定を結ばないとなら

ないということになってございまして、その

分の費用440万円みておりまして今回計上さ

せていただいて2763万２千円ということにな

っております。 

続きまして、76ページ、８款、３項、１目、

住宅管理費の14節、工事請負費、村営住宅改

修工事でございます。こちらにつきましては

２点ございまして、１つ目が第２美園団地の

玄関ポーチ、柱の改修工事、１棟２戸でござ

います。金額につきましては337万2600円と

いうことでこの工事につきましては令和４年

度が最終ということになります。 

続きまして遊具改修工事でございます。こ

ちらにつきましては、中央地区、宮下の川添

団地、それと上トマム地区の支所裏にありま

す児童公園、それと第２トマム団地内にあり

ます遊具、それぞれの塗装の工事ということ

で今回予算の計上をさせていただいておりま

す。以上でございます。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑あります

か。２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 76ページです。８款、

３項、１目、12節、委託料の中の社会資本整

備総合交付金の委託料の432万という金額が

あります。ある意味、委託料としてちょっと

高額なのかなと思いますので、そこに至る中

身を説明いただきたいと思います。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） ご質問にお答え

いたします。 

８款、３項、１目、12節、委託料、社会資

本整備総合交付金業務委託料432万円でござ

います。こちらにつきましては２つの業務が

ございまして、１つ目が公営住宅等長寿命化

修繕計画策定業務270万円、２つ目が住生活

基本計画策定業務162万円ということで今回

計上させていただいております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑ありませ

んか。ないようですので、ここで休憩に入り

ます。午後１時までを休憩といたします。 

休憩11時46分 

再開13時00分 

 

◎議案第22号（歳出10款） 

○委員長（大谷元江君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 予算書78ページから90ページ、10款、教育

費についての質疑を行います。質疑ありませ

んか。４番、細谷誠君。 
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○４番（細谷 誠君） １点、78ページ、10

款、１項、２目、18節、負担金、補助及び交

付金のアスペン交換留学費用を前年541万円

から今年1092万円になっていますが、ほぼ倍

になっています。その理由をお願いいたしま

す。 

○委員長（大谷元江君） 教育次長、平川満

彦君。 

○教育次長（平川満彦君） 78ページ、10款、

１項、２目、事務局費の18節、負担金、補助

及び交付金の内、占冠・アスペン中学生短期

交換留学事業費補助金が大幅に増えてござい

ます。これについては令和４年度も２年生と

令和３年度に体験できなかった３年生を対象

に事業を実施する予定となってございます。

生徒数が増加したことに伴い予算も増加して

おります。昨年は引率者を含めて受入９名、

派遣10名を見込んでおりましたが、令和４年

の予算の中では受入れを19名、派遣を20名そ

れぞれ10名ずつ増加しております。そのため

今回の予算は大幅に551万円増額しておりま

す。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 82ページ、10款、２

項、１目、10節、需用費の修繕料、こちらの

修繕内容を伺います。 

83ページ、10款、２項、２目、13節のパソ

コン借上料これと、次ページ、10款、３項、

２目、13節、使用料及び賃借料のパソコン借

上料こちらが大幅に減額となっているのです

が、これはGIGAスクール構想によってパソコ

ンを購入したことによっての減額ということ

なのかなとは思うのですが、今後GIGAスクー

ル構想で購入したパソコンに対する借上料は

減ったのですけれどもGIGAスクール構成で持

ったパソコンに対するメンテナンス代とかそ

ういったものが今後かかっていくんじゃない

かというような見込みがあれば伺います。 

○委員長（大谷元江君） 教育次長、平川満

彦君。 

○教育次長（平川満彦君） まず１点目の82

ページ、１目の学校管理費の内、修繕料の関

係でございます。これにつきましては例年行

っているものの他に中央小学校の雨漏り対策

として修繕を行う予定になってございます。

そのためこの部分で増額しております。 

パソコン借上料の関係でございます。委員

お見込のとおり今まで使っていたパソコンに

ついては更新するということで令和３年度に

おいて新たなタブレットを購入してございま

す。そのためこの部分については減額となっ

てございます。今後、見込まれる経費等につ

いてでございますけれども新たに発生するも

のとして、通信費、回線が従来の１回線から

３回線に増やしておりますのでその分の増額

が考えられます。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に。２番、藤岡

幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 81ページの、10款、

１項、４目の20節、貸付金、奨学資金貸付金

が1110万ですか。こちらの内訳について伺い

ます。 

もう１点になります。88ページ、10款、４

項、３目、需用費です。この中のコミプラの

光熱水費が116万５千円と減額。昨年と比べ

て減額になってきているのかなと思いますが、

こちらについての理由について伺いたい。２

点お願いします。 

○委員長（大谷元江君） 教育次長、平川満

彦君。 

○教育次長（平川満彦君） まず１点目の81

ページ、４目、育英事業費の内の20節、貸付

金でございます。この予算につきましては
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390万円ほど減額させていただいております。

貸付金の内訳としましては、継続で17名これ

が870万円、新規で６名、240万円、合計23名、

1110万円となってございます。３年度におき

ましては継続が21名、1110万円、新規を10名、

390万円で合計31名、1500万円を当初予算で

計上させていただいており比較すると390万

円の減額となってございます。 

もう１点です。コミュニティプラザ管理費

の内の10節、需用費の光熱水費の減額につい

てお答えいたします。これにつきましてはコ

ミュニティプラザについては令和３年度にお

いて LED化の工事を行ってそれでほぼ施設内

LED 化が終わっているような状況でございま

す。この内、多目的ホール以外の部分の LED

化については業者のほうに工事としてやって

いただいて工事費用分を使用料でこちらが10

年かけて払うというような仕組みになってご

ざいます。施設内の LED 化を行ったことによ

る減額ということになります。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 予算書81ページ、４

目、育英事業費、12節、委託料の欄の一番下

とその上で奨学金に関する弁護士委託料とい

うことで４万４千円。これまでも弁護士を介

して奨学金の返還をお願いしたという部分で

これは十分わかるのですけれども一番下段の

関係で訴訟委任料ということで、たぶん弁護

士委託料の下にありますから奨学金の返還に

関して何かトラブルを起こしたときに弁護士

さんに委任するのかなというニュアンスで見

ておりました。実際のところ奨学金の関係で

も弁護士さんを介してのやつはそれなりに順

調に返還してもらっているという記憶があり

ます。もし訴訟委任料というのが奨学金の返

還に係る部分であれば今まで実際にそういう

訴訟を起こすようなものが実際に起きたのか、

それとも弁護士さんから一応まさかの時のた

めにこの部分も用意しておいてくれというお

話だったのか、そのへん詳しくお聞きします。 

○委員長（大谷元江君） 教育次長、平川満

彦君。 

○教育次長（平川満彦君） 81ページの、４

目、育英事業費の内、12節、委託料の訴訟委

任料のお話でございます。内容につきまして

は滞納整理をしている法律事務所と協議をい

たしまして内部での協議も行いました。この

時には長期間支払いがない債務者に対して訴

訟を行う準備があることを伝えております。

最後通告のような形で債務者に行っておりま

す。予算策定時では、まだその方から一切の

返答がない状態でしたので今回予算を上げて

おります。それ以降、債務者側から分割返済

の申し出がございました。債務承認書と償還

スケジュールを確認し１月から返済をしてい

ただいているような状況です。今のところ返

済は計画書にほぼ基づいて行われております。

そういう状況の中での委託料の計上でござい

ます。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 内容について十分わ

かりました。やはり奨学金の返還云々といっ

ても行政のほうが弱気になっているんだった

ら、それにあまり取り立て激しくないからと

いうことで、うちも弁護士さんを通して返還

してもらっているということで弁護士さんと

債権整理ということで粛々と法的に手続きを

進めていくということで今の説明でも最終的

には計画的に償還を終えているということだ

ったので了解しました。このままずっと続け

てもらいたいと思います。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま
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せんか。では次に進みます。 

 

◎議案第22号（歳出12款・14款・15款） 

○委員長（大谷元江君） 予算書91ページか

ら92ページ、12款、公債費、14款、職員費、

15款、予備費についての質疑を行います。質

疑はありませんか。２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 91ページになります。

14款、職員費、総額で前年比8.6％というよ

うな増額になるかと思うのですが、こちらの

なぜそのような増額になっていくのかについ

てお伺いしたいと思います。 

○委員長（大谷元江君） 総務課長、三浦康

幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） 藤岡委員のご質

問にお答えいたします。端的に申し上げます

と若年者の退職があった一方でその反射的効

果として採用するわけですが、そちら側の社

会人枠による採用ということになったのが要

因であると思います。具体的に申し上げます

と退職者、予算策定時点ですけれども、高校

の新卒で１名退職された方、それから20代の

保育士、それから30前後の保育士１名とこの

３名が退職されたと。その一方で採用ですが

保育士２名は急遽採用しなければならないと

いうことで２名、町村会の新卒の試験では採

用に至りませんでしたので、やむなく社会人

試験を行いまして２名雇っていると。そちら

の２名、いずれも年齢で言いますと40歳を超

えられた方ということになります。もう１名、

看護師を雇用しておりますけれども、そちら

は年齢的には恐縮ですけれども50歳を超えて

いると。それから専門職ですが社会福祉士１

名、当然専門職として経験値の高い方でなけ

ればならないということで１名、こちらも40

歳を超えているということで10代、20代、30

代の若い方３名が辞められて40代、50代の方、

４名の方を採用したということが最も大きな

要因であるということでご理解いただければ

と思います。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。他に質疑がなければ、次に進みます。 

 

◎議案第22号（全般） 

○委員長（大谷元江君） 予算書１ページか

ら107ページ、全般についての質疑を行いま

す。質疑ありませんか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 総合センターの改修

について内容等々いろいろ頂戴はしているの

ですけれども改修する際に前回執行方針の中

でも今回、子ども家庭総合支援拠点を設置し

ということで設置場所が庁舎になるというこ

とも伺ってはおりますが、こういったものも

改修するにあたって入りやすいような環境で

設置されていくのか、改修項目の中には特に

設置拠点があるという話も伺っていないです

し、建物として大きく変えるわけではなくて

トイレの改修だったり和室の改修だったりと

いうことだとは思うのですけれども、そうい

ったところが入りやすいような環境で改修さ

れていくのか、商工会が今入られているとこ

ろが書庫等の利用も考えてということだった

かとは思うのですけれども、実際総合センタ

ー、庁舎に入るときに住民の方がなかなか入

りづらくて相談にも行きにくいみたいな話を

聞いたりするのですけれども、そういったこ

とも設計の中というか改修するにあたって住

民の方が利用しやすいような方向に動いてい

くのかどうか。そういった考え方もあるのか

どうかというのを伺います。 

○委員長（大谷元江君） 総務課長、三浦康

幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） 下川委員の質問

にお答えいたします。１点目といたしまして
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は、より入りやすい入口ということで今年度

入口を自動ドアに変更させていただいており

ます。この度の改修工事におきましては現在

のスロープの部分、車イスが上がってきた部

分で踊り場があるのですけれども、そちら車

イスの旋回がし易いように踊り場を広げて車

イスの方々がより楽に入ってこれるような形

にするということを予定しております。 

更に階段につきましても手前に伸ばしまし

てより緩やかな段差で上がれるような配慮を

させていただいているということで入口の工

夫はさせていただいております。 

また和室におきましても現在１段上がって

入るのですが、それをフラットにいたしまし

て、よりバリアフリー化を図るということと

同時に学童の利用も考えておりますので、学

童の子どもたちが使えるシートとかを入れて

おく棚ですとか、そういったものも設置させ

ていただく予定でございます。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） １点お願いします。

65ページ、６款、１項、６目、12節、委託料、

新たに交流促進施設指定管理委託料として

420万円計上ありますがこの内容中身につい

て説明願います。 

○委員長（大谷元江君） 農林課長、小尾雅

彦君。 

○農林課長（小尾雅彦君） 65ページの、６

款、１項、６目、12節の委託料で交流促進施

設の指定管理委託料420万円の計上ですが、

これにつきましては双民館の指定管理という

ことで予定はしていますが、何分、初年度と

いうことでいろいろ積算も参考にさせてもら

ったのが従前ニニウのキャンプ場の運営もあ

りましたのでそういった中での管理運営とい

うことでの試算でございまして、細かくは管

理人としての人件費ということと、名目が農

業体験関係、新たに期待するところが体験型

のアウトドア関係の体験メニューということ

で展開してもらっての事業収入ということも

見込んでの試算でございます。何分、初年度

なものですから村の予算立ても極力抑えた形

ということになっております。以上です。 

○委員長（大谷元江君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 昨年度までの資料を

見ますとランニングコストとして燃料費、光

熱水費等が入っておりますけれども、このへ

んもこの指定管理のほうに入るのですか。 

○委員長（大谷元江君） 農林課長、小尾雅

彦君。 

○農林課長（小尾雅彦君） 委員言われると

おり双民館施設の運営に際しての諸経費、農

業担当で管理はして直営ではありましたけれ

ども、実質かかるそういう燃料経費ですとか

付随する経費についてはこの額に含まれてお

ります。以上です。 

○委員長（大谷元江君） 他に質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（大谷元江君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。 

これから議案第22号、令和４年度占冠村一

般会計予算の件を起立により採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（全員起立） 

○委員長（大谷元江君） 起立多数です。 
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 したがって本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

◎議案第23号 

○委員長（大谷元江君） 次に、議案第23号、

令和４年度占冠村国民健康保険事業特別会計

予算の件を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ７ページになります。

４款、道支出金、１項、１目、普通交付金

9095万１千円。こちらについて先立て補正の

中でも触れまして非常に実績というか補正金

額が多いんじゃないですかという質問の中で、

回答としてこれは連合としてやっているもの

であること、また医療費ということである程

度の用途を持ちたいんだというようなお話だ

ったかと思うので、そちらの大枠はそれで承

知しましたが、ついてはこちらの3000万ほど

連合でやるにしてもある程度自分たちの手元

で積み上げてそれを精査してという流れにな

っているのかなと思いますのでその3000万積

み上げる、例えばこういった医療費的なもの

が吐出してくると多分3000万なにがしを想定

される場合があると。ですからその分を積み

上げているということが当然あるかと思いま

すのでそのへん想定しているものなのなのか

というところを聞かせていただきたいという

ところです。 

 ２つ目になりますが10ページになります。

１款、総務費、１項、２目、18節、特定受診

率向上支援等共同事業というような形で中身

あるかと思いますが、こちらの中身について

少し説明いただきたいのと、言葉だけでは理

解しかねる部分があるのでこういった取り組

みなんですよといったところをお聞かせいた

だければと思います。以上２点です。 

○委員長（大谷元江君） 住民課長、伊藤俊

幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 藤岡委員のご質

問にお答えさせていただきます。まず１点目

の４款、１項、道補助金の関係でございます

けども、これにつきましては想定されている

ものがあるのかというところでありますけど

も、この積算根拠について若干ご説明させて

いただきたいと思いますけども、今回、保険

給付費等交付金につきましては前年度と比較

して450万４千円の増額をしておりまして、

その内訳としましては普通交付金で300万円

の減、特別交付金で750万４千円の増額とな

っております。まず普通交付金の300万の減

についてでありあますけども、これにつきま

しては療養給付費等の費用に当たる分につい

て交付される補助金でございまして、今回の

療養給付費の算定に当たっては５年間の療養

費を基に算出をしているところでありますけ

ども、前回の補正の中でもありましたけども、

令和元年度、２年度において約療養費が６割

くらい減になっているんですよね。その関係

で令和３年度の補正予算で減額させてもらっ

てますけども、今回令和４年度の療養費につ

きましてもそのへんで大幅に減は見込まれる

んですけども平均したら6000万くらいの療養

費の額になるんですよね。それプラス令和元

年度、２年度についてはコロナの影響等あっ

てだけじゃないかもしれませんけども医療費

ががっつり減っているというところでコロナ

が収束した以降、受診の回復が見込まれるこ

と等想定しまして療養給付費については本年

度予算額を6500万程度見込んでおります。と

いうことから昨年度の当初予算と比べて300

万の減ということで今回見込みさせていただ

いております。 

 特別交付金につきましては逆に750万４千
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円の増額計上としておりますけども、この特

別交付金につきましては北海道の国保の方で

ある程度試算していただいてその部分で交付

されていくものでございますけども、この内

容につきましては、給付費ですとか特定検診

とか保健指導とかメタボリックの減少率とか

市町村の特別な事情とかに基づいて取り組み

した成果として交付される部分であります。

そういったところで前回の交付金額よりも多

く提示があったものですから、それについて

増額で計上をさせていただいております。 

 10ページの、１款、１項、２目の連合会負

担金の中の特定検診受診率向上支援等共同事

業負担金480万円の事業内容についてであり

ますけども、これにつきましては事業費が

480万円でその財源といたしまして10割ほど

道の方から、先ほども申しました保険給付費

等交付金特別交付金1350万５千円の中にこの

480万円も含んでおりまして全額道の交付金

の事業でございます。これにつきましては北

海道国民健康保険団体連合会が中心となって

特定検診受診率の向上を図るため他の市町村

と共同で実施する事業であります。なにをす

るかといいますと今課題になっているのが特

定検診の受診率の向上が北海道的に大きな課

題となっていまして、全国的に比べても特定

検診の受診率が北海道は低いんですよね。そ

れを少しでも多くの方に特定検診を受診して

いただくためにこういった事業が含まれてお

りまして今回占冠村としても実は去年から２

年目なんですけどこの事業を行ってきており

ます。特定検診受診率の向上を図っていくた

めのこととか特定検診を受診していただいた

方のデータの蓄積に基づいて健康や医療情報

の分析等行いながらそれぞれ住民のみなさん

の健康課題の洗い出し等行い住民検査に繋げ

ていくためのご案内とかをデータ等基に被保

険者さんに案内をしていって実践率の向上を

図っていこうということの事業であります。

以上でございます。 

○委員長（大谷元江君） ほかに質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。 

 これから、議案第23号、令和４年度占冠村

国民健康保険事業特別会計予算の件を起立に

より採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（全員起立） 

○委員長（大谷元江君） お座りください。 

 起立多数です。したがって本案は原案のと

おり可決されました 

 

◎議案第24号 

○委員長（大谷元江君） 次に議案第24号、

令和４年度村立診療所特別会計予算の件を議

題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 11ページ、12ページ

にまたがるかと思いますが、１款、総務管理

費、１項、２目、占冠診療所管理費、３目、

トマム診療所管理費、13節、使用料及び賃借

料ということで自動車リース料がそれぞれ計

上されている理由これはどういう理由かとい

うところです。 
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同じく11ページ、１款、１項、３目、トマ

ム診療所管理費、需用費、10節、燃料費のト

マム分が多い理由が何なのかというところ。 

12ページ、１款、１項、３目トマム診療所

管理費、12節、委託料、医師送迎委託料のこ

の96万ですか。こちらの中身について教えて

ください。以上３点お願いします。 

○委員長（大谷元江君） 住民課長、伊藤俊

幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 藤岡委員のご質

問にお答えをさせていただきます。まず診療

所の公用車のリース料についてでありますけ

ども、管理につきましては診療所の方で２台

管理しておりまして、占冠診療所管理費とト

マム診療所管理費でそれぞれ自動車を管理し

ているわけでありますけども、１台につきま

しては占冠とトマム間の医師等の送迎用で週

に使っておりまして、もう１台につきまして

は患者送迎用ということで管理をしておりま

す。経理上医師等の送迎用は週にトマム診療

所用務で使用するためにトマム診療所管理費

で管理。患者送迎用につきましては占冠とト

マムで使っているため占冠診療所管理費で管

理しているという状況であります。 

トマム診療所の運営費につきましては、へ

き地診療所運用補助金という補助が入ってお

りまして、それで厳密に分ける必要があると

いうことで分けております。 

燃料費がトマムの方が多い理由でございま

すけども比較して灯油代で７万１千円、ガソ

リン代で４万８千円、トマム診療所の方が多

いわけでございますけども、ガソリン代につ

きましては送迎用とかで車を利用する関係上

トマムの方が多くかかることで見ておりまし

て、灯油代につきましては凍結防止のため冬

期間休日においてもトマムにおいては暖房を

使用していること、施設の構造上春と秋も暖

房を使用しているためトマム診療所の方が多

く灯油代がかかっているという状況というこ

とで見積もってございます。 

トマム診療所管理費の医師送迎委託料96万

円の内容についてはトマム診療所診療日、月

曜日と水曜日ですけど占冠－トマム間の移動

の際の医師送迎の運転業務を委託しておりま

して一日１万円×96日間で見積もっています。

以上でございます。 

○委員長（大谷元江君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 最後の説明いただき

ました医師送迎業務委託料96万。委託者一日

１万円ということでお願いしていますという

ことですが、これドクターだけ委託者で専用

の車を出し、それ以外のスタッフについては

自分たちで移動しているというイメージでよ

ろしいですか。それともみんなで乗りあって

いるのですか。 

○委員長（大谷元江君） 住民課長、伊藤俊

幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 医師とスタッフ

で１台の車で乗っていっているということで

す。職員については占冠診療所で管理してい

る公用車２台で移動しているということです。 

○委員長（大谷元江君） ほかに質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。 

 これから議案第24号、令和４年度村立診療

所特別会計予算の件を起立により採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（全員起立） 

○委員長（大谷元江君） お座りください。

起立多数です。したがって本案は原案のとお

り可決しました。 

 

◎議案第25号 

○委員長（大谷元江君） 次に、議案第25号、

令和４年度占冠村簡易水道事業特別会計予算

の件を議題といたします。 

 これから質疑を行います、質疑はありませ

んか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ２点、８ページ、６

款、１項、１目、１節、公営企業会計適用債、

この公営企業適用債はどのように使われてい

るのか、それから充当率等も含めてご説明お

願いします。 

２点目、11ページ、４款、１項、１目、12

節、委託料、簡易水道事業的用法適用化基本

方針の策定及び固定資産台帳整備業務委託と

ありますけれども、この策定と台帳整備はい

つまで行われるのかお聞きします。以上２点。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） ご質問にお答え

いたします。簡水８ページ、６款、１項、１

目、公営企業会計適用債の内容でございます。

こちらについては本村のように現在公営企業

会計を適用していない地方公営企業が新たに

財務規定等の適用をしようとする場合にそれ

に関係する経費を準建設改良費として起債の

対象とするものでございます。充当率は

100％でございます。 

続きまして、簡水11ページ、４款、１項、

１目、新栄改良費、12節、委託料の簡易水道

事業法適用化基本方針の策定及び固定資産台

帳整備業務委託でございます。こちらの基本

方針と固定資産台帳は令和３年度から業務の

方始めておりまして令和４年度に終了する予

定でございます。 

○委員長（大谷元江君） ほかに質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。 

 これから議案第25号、令和４年度占冠村簡

易水道事業特別会計予算の件を起立により採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（全員起立） 

○委員長（大谷元江君） お座りください。

起立多数です。したがって本案は原案のとお

り可決しました。 

 

◎議案第26号 

次に議案第26号、令和４年度占冠村公共下水

道事業特別会計予算の件を議題とします。 

 これより質疑を行います。質疑はありませ

んか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） こちらも２点お願い

します。７ページ、２款、１項、１目、２節、

滞納繰越金の部分。現時点での滞納額はどの

くらいなのか。また、それに伴って徴収予算

が１千円となっていますが、この１千円の意

味、理由お願いします。 

８ページ、２点目、６款、１項、１目、１
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節、雑入、この70万の予算内容についてお伺

いします。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） ご質問にお答え

いたします。下水道７ページ、２款、１項、

１目、２節、滞納繰越分についてです。現時

点での滞納額ですけれども55万3545円でござ

います。徴収予算、予算額の１千円について

でございますけども、これにつきましては例

年１千円という金額を予算計上させていただ

いております。それにはこれまでも徴収金額

にばらつきというか変動がございますのでそ

れによりまして最少額である１千円の計上と

させていただいているところでございます。 

続きまして、下水道８ページ、６款、１項、

１目、下水道事業の雑入70万円の内容でござ

います。こちらにつきましては消費税及び地

方消費税の確定申告の還付金を令和４年度で

受けられるという試算になっておりまして、

だいたい70万円前後試算では受けられるので

はないかということで今回70万円の計上のほ

うしております。以上でございます。 

○委員長（大谷元江君） ほかに質疑ありま

せんか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 先ほどの質問の滞納

分についてですが例年滞納徴収については相

手もいることですが、交渉してると思うので

すが、それについてある程度予測とかできる

と思うんですよね。またそれに向かって滞納

額を０にする努力も必要だと思うのですがそ

のへんをお伺いします。 

○委員長（大谷元江君） 建設課長、小林昌

弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） お答えいたしま

す。委員おっしゃるとおり実際滞納者の中か

ら分納という形で毎月お金をいただいている

方もいますので、そういった部分の計上です

とか予測としてこれだけ入るという計上を徴

収の意識を高めるうえで必要かと思いますの

で、次年度に向けてそのへん調整させていた

だきながら予算の計上をしていきたいと思い

ます。以上です。 

○委員長（大谷元江君） ほかに質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。 

 これから議案第26号、令和４年度占冠村公

共下水道事業特別会計予算の件を起立により

採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（全員起立） 

○委員長（大谷元江君） お座りください。

起立多数です。したがって本案は原案のとお

り可決されました。 

  

◎議案第27号 

○委員長（大谷元江君） 次に議案第27号、

令和４年度占冠村介護保険特別会計予算の件

を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います、討論はありませ
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んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。 

 これから議案第27号、令和４年度占冠村介

護保険特別会計予算の件を起立により採決い

たします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（全員起立） 

○委員長（大谷元江君） お座りください。

起立多数です。したがって本案は原案のとお

り可決されました。 

 

◎議案第28号 

○委員長（大谷元江君） 次に議案第28号、

令和４年度占冠村後期高齢者医療特別会計予

算の件を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います、討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。 

 これから議案第28号、令和４年度占冠村後

期高齢者医療特別会計予算の件を起立により

採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（全員起立） 

○委員長（大谷元江君） お座りください。

起立多数です。したがって本案は原案のとお

り可決されました。 

 

◎議案第29号 

○委員長（大谷元江君） 次に議案第29号、

令和４年度占冠村歯科診療所事業特別会計予

算の件を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ９ページになります。

１款、総務管理費、１項、１目、13節、使用

料及び賃借料というところで、リース料、こ

ちらが52万８千円と計上されております。こ

ちらについての中身というのは何なのか。車

のリースとかそういうことなのかなと思うの

ですが、そちらについてお伺いします。 

○委員長（大谷元江君） 住民課長、伊藤俊

幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 藤岡委員のご質

問にお答えします。１款、１項、１目、13節

のリース料52万８千円の内訳でございますが、

これにつきましては複写機１万３千円。レセ

プトコンピューターでリース料51万５千円で

ございます。以上でございます。 

○委員長（大谷元江君） ほかに質疑ありま

せんか。２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） レセプトコンピュー

ターと複写機というような話で医療の診療の

方で見るといろいろと交通費とかかかってい

るのですけども、それはどこの項目に収まっ

ているんですか。そういうのはないのですか。

歯科の方は。 

○委員長（大谷元江君） 住民課長、伊藤俊

幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 車のリースにつ

いてはこの歯科診療所の会計では見ておりま

せん。一般会計の保健予防の方で車のリース
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料見ております。先生の移動につきましては

これまで住民課で管理している公用車で移動

をしておりました。歯科診療所会計は車のリ

ース料は見ておりません。 

○委員長（大谷元江君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 確認ですけど、要す

るに今年度も公用車を使うのでそちらの方の

費用はかかりませんでいいんですよね。了解

です。 

○委員長（大谷元江君） ほかに質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います、討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（大谷元江君） 討論なしと認めま

す。これをもって討論を終わります。 

 これから議案第29号、令和４年度占冠村歯

科診療所事業特別会計予算の件を起立により

採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（全員起立） 

○委員長（大谷元江君） お座りください。

起立多数です。したがって本案は原案のとお

り可決されました。 

 

◎閉会宣言 

○委員長（大谷元江君） 以上で本委員会に

付託されました案件の審議は全て終了いたし

ました。 

予算特別委員会審査の報告書の内容につい

ては、委員長に一任願います。 

これで予算特別委員会を閉会いたします。

長時間に渡りご審議いただきありがとうござ

いました。 

閉会 午後１時59分 


